
広 

告

予約受付（電話のみ）

受付中

7月 9日（木）
午前 9時～

受付時間（15分間隔）
午前 8時 30分～

11時 15分

午前 8時 30分～
11時 30分

午前 8時 30分～
11時 15分

日程

6 月 16日（火）、17日（水）、18日（木）、19日（金）

7月 31日（金）※①
8月 1日（土）※①
9月 15日（火）
10月 25日（日）※②
会場は梅園コミュニティ館です
11月 4日（水）、5日（木）、6日（金）
9日（月）

電話番号（049）
292－3011
277－1119
299－6222
294－7713
295－0708
295－5158
295－5550
295－3959
298－5357
289－3355

住所
越生町越生 981
越生町黒岩 199－1
越生町上野 1025
毛呂山町長瀬 1850
毛呂山町川角 94－2
毛呂山町中央 2－5－5
毛呂山町若山 1－8－7
毛呂山町下川原 171
毛呂山町川角 7－1
坂戸市千代田 4－13－3

契約医療機関
市川医院

越生メディカルクリニック
かあいファミリークリニック

初野医院
長瀬クリニック

ゆずの木台クリニック
おっぺ小児科アレルギー科クリニック

川角クリニック
街かどのクリニック

坂戸中央健康管理センター※令和 9年 1月末日まで

保健センター 292－5505
町民課 国保年金担当 内線 123

※胃がん検診は 74歳以下の方のみ受診できます。
※①7月 31日（金）及び 8月 1日（土）は子宮頸がん・乳がんの各種検診も併せて受診できます
（女性のみ）。
※②10月 25日（日）は胃がん検診を実施しません。
◎個別健診（下記の医療機関で受診できます）
会 場 下記の医療機関
申込み 医療機関をお選びいただき、保健センターへ申し込みのうえ、医療機関へ電話予約
費 用 無料（心電図検査希望者は、1，000円）

国民健康保険の特定健康診査及び後期高齢者の健康診査（以下、特定健診）を実施します。
特定健診は、生活習慣病の発症や進行を防ぐためのものです。ぜひ、ご利用ください。
対 象 者 国民健康保険加入で 40歳以上の方または、後期高齢者医療保険加入の方
受付期間 令和 9年 3月末日まで
持 ち 物 受診券、問診票、資格確認書類（「資格確認書」または「マイナンバーカードおよび資格情
報のお知らせ」）
◎集団健診（下記の日程で実施します。）
会 場 保健センター
申込み 希望日時をお選びいただき、保健センターへ電話予約
費 用 無料（心電図検査希望者は、1，000円）
（胃がん検診・大腸がん検診・胸部検診・肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診同日実施）

令和8年度特定健康診査及び後期高齢者の健康診査について
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税務課 課税担当 内線 134・135

最大 2，000円

令和 8年度町・県民税の納税通知書（普通徴収分）を、6月 10日（水）に発送する予定です。お手
元に届きましたら内容をご確認ください。
なお、納税通知書の発送に伴い、同日から、令和 8年度（令和 7年分の所得）の「住民税決定証明
書」「所得証明書」「非課税証明書」が、税務課窓口及びマルチコピー機が設置されているコンビニエ
ンスストア等で発行可能となります。

町・県民税の納税通知書（普通徴収分）の発送について

住宅等防犯対策補助制度をご利用ください
申請に
必要な
もの

○購入日または設置日、購入した業者
名または設置した業者名、領収金額、
購入品名または設置工事の内容、購
入者名が確認できるもの
○補助対象事業の内容が分かる写真
○住宅を使用していることを証する書
類（自己が所有していない住宅の使
用者の場合）
○印鑑、振込先通帳またはキャッシュ
カードの写し、本人確認書類の写し
（マイナンバーカード、運転免許証な
ど）

その他 詳細は右の二次元コード
をご覧ください

対象者 申請日時点で町内
在住の世帯主の方
（町税を滞納して
いる方は除く）

期 間 令和9年2月末日
まで

※助成上限に達した場合は期間内で
も終了

補 助 額 補助対象経費の半額（その額に 100
円未満の端数があるときは、当該端
数を切り捨てた額）で、20，000円
を上限とします。

補助対象 防犯カメラ、人感センサーライト等

総務課 地域支援・防災安全担当 内線 217

自転車用ヘルメット購入費補助金
対象ヘルメット 安全基準（SGマーク等）を満

たした新品のヘルメット
申請に
必要な
もの

○自転車用ヘルメットの領収書等の写
し（購入日、購入店名、購入金額、商
品名が記載されたもの）
○安全基準に適合することが確認でき
るもの（保証書の写し等）
○ヘルメット着用者の住所、氏名、生
年月日を確認できるもの
○印鑑、振込先通帳またはキャッシュ
カードの写し

その他 詳細は右の二次元コード
をご覧ください

対象者 町内に住所を有す
る方（町税を滞納
している方は除
く。）。ただし、未成
年であって、同一
世帯に保護者がい

る場合は、その保護者が滞納していな
いこと。

期 間 令和 9年 3月末日まで
※助成上限に達した場合は期間内でも
終了

補助額 ヘルメットの購入価格の半額（その額
に 100円未満の端数があるときは、当
該端数を切り捨てた額）で、2，000
円を上限とします。

総務課 地域支援・防災安全担当
内線 217

最大 20，000円

町HP

町HP

292-3121　 292-5400　 webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

7


